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(57)【要約】
【課題】気流路を吸入装置に対して着脱するときに薬剤
吐出部を破損するのを防ぐ。
【解決手段】利用者は、薬剤吐出部３から気流路形成部
材１の気流路に吐出された薬剤を穴９から吸入する。気
流路形成部材１が吸入装置本体２から取り外されると、
薬剤吐出部３はキャップ４によって覆われて保護される
。気流路形成部材１を吸入装置本体２に取り付けると、
キャップ４は開き、キャップ４が開いた状態がセンサ５
によって認識されると、気流路形成部材１に係止するつ
め６ａによって気流路形成部材１の着脱が禁止される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、
　薬剤を吐出する薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、
　吸入口を有し、前記薬剤吐出部から吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記
吸入装置本体上に形成する着脱自在な気流路形成部材と、
　非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、
　前記キャップを開閉する開閉手段と、
　前記キャップが開き、前記薬剤吐出部を保護していないときは、前記気流路形成部材の
前記吸入装置本体に対する着脱を禁止する禁止手段と、を有することを特徴とする吸入装
置。
【請求項２】
　前記キャップが開いているときに、前記気流路形成部材の前記吸入装置本体に対する着
脱を禁止する警告を出す警告手段を有することを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項３】
　前記キャップの開閉を認識し、電気信号にて前記キャップの情報を前記ロック手段に伝
えるセンサが設けられ、
　前記ロック手段は、前記センサの出力に基づいて、前記キャップが開いているときは前
記気流路形成部材を前記吸入装置本体にロックすることを特徴とする請求項１又は２に記
載の吸入装置。
【請求項４】
　利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、
　薬剤を吐出する薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、
　吸入口を有し、前記薬剤吐出部から吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記
吸入装置本体上に形成する着脱自在な気流路形成部材と、
　非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、
　前記吸入装置本体に対する前記気流路形成部材の着脱を認識して前記キャップを開閉す
る開閉手段と、を有することを特徴とする吸入装置。
【請求項５】
　前記気流路形成部材の着脱を認識し、電気信号にて前記気流路形成部材の情報を前記開
閉手段に伝えるセンサが設けられていることを特徴とする請求項４に記載の吸入装置。
【請求項６】
　利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、
　薬剤を吐出する薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、
　吸入口を有し、前記薬剤吐出部から吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記
吸入装置本体上に形成する着脱自在な気流路形成部材と、
　非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、
　前記気流路形成部材を前記吸入装置本体に着脱する動作に連動して、前記キャップを開
閉するための連動機構と、を有することを特徴とする吸入装置。
【請求項７】
　前記連動機構は、前記気流路形成部材を前記吸入装置本体に着脱するときの前記気流路
形成部材の移動方向へ前記気流路形成部材とともに前記キャップを移動させるように構成
されていることを特徴とする請求項６に記載の吸入装置。
【請求項８】
　前記連動機構は、前記気流路形成部材とともに前記キャップを水平方向へ移動させるこ
とを特徴とする請求項７に記載の吸入装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤を微小滴として吐出して利用者に吸入させる吸入装置に関するものであ
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る。
【背景技術】
【０００２】
　近来、利用者又は患者自身による投与を容易とするべく、薬剤を液滴として吐出して吸
気とともに気管及び肺に薬剤を投与する手段や、肺から薬剤を吸収させ注射の代替となる
手軽な方法が待ち望まれている。そこで、最近、吐出部に設けたヒーター素子によって薬
剤中に気泡を発生させ、気泡発生により薬剤を含む液体を吐出させ、口から吸入される空
気流の中に、薬剤を小滴として吐出させる吸入装置が開発されている（特許文献１、２参
照）。
【０００３】
　ここで、薬剤を吐出する吐出ヘッドを複数回使用する場合などには、非使用時に吐出ヘ
ッドを外気にさらしておくと、吐出口に埃が付着したり、吐出口付近の薬剤が空気に触れ
て凝固したりするおそれがあり好ましくない。
【０００４】
　そこで、特許文献３に開示されたように、非使用時に薬剤吐出部を保護する手段として
、キャップを付ける構成が考案されている。
【０００５】
　さらに、薬剤吐出部を保護する手段として、自動で開閉できるキャップを設ける構成も
知られている（特許文献４参照）。
【０００６】
【特許文献１】国際公開ＷＯ９５／０１１３７号公報
【特許文献２】国際公開ＷＯ０２／０４０４３号公報
【特許文献３】特開２００４－２８３２４４号公報
【特許文献４】特開２００４－３５０９７６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　このような吸入装置では、利用者が吸入する吸入口が一端に設けられ、薬剤を吸入によ
り生じる空気流にのせて吸入口へと導く気流路が設けられる。利用者が口に挿入する吸入
口や、吐出された薬剤を吸入口へと導く気流路が取り外し可能となれば、吐出された薬剤
が通過する部位を洗浄することができる。しかし、気流路が取り外し可能な場合、気流路
の取り付けや取り外しの際に、気流路に構造上近い位置にある薬剤吐出部を破損する可能
性がある。
【０００８】
　上記のように吐出部を保護するためのキャップは、利用者がキャップの開閉をする構成
であるが、利用者によるキャップの開閉は煩雑であり、利用者がキャップを開閉する操作
により吐出部を破損する可能性もある。また、上述のように自動でキャップを開閉する手
段もあるが、キャップが開いているときに誤って気流路を取り外すと、吐出部を破損する
可能性がある。つまり、特許文献３や特許文献４においては、薬剤吐出部を保護する手段
としての保護キャップが開示されているが、着脱可能な気流路の取り付け及び取り外しの
操作に伴って発生する薬剤吐出部の破損は考慮されていない。
【０００９】
　本発明は、気流路形成部材を吸入装置本体に対して着脱するときに薬剤吐出部の破損を
防ぐことができる吸入装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の吸入装置は、利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、薬剤を吐出す
る薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、吸入口を有し、前記薬剤吐出部から吐出された薬
剤を前記吸入口へと導く気流路を前記吸入装置本体上に形成する着脱自在な気流路形成部
材と、非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、前記キャップ
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を開閉する開閉手段と、前記キャップが開き、前記薬剤吐出部を保護していないときは、
前記気流路形成部材の前記吸入装置本体に対する着脱を禁止する禁止手段と、を有するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の第２の吸入装置は、利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、
薬剤を吐出する薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、吸入口を有し、前記薬剤吐出部から
吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記吸入装置本体上に形成する着脱自在な
気流路形成部材と、非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、
前記吸入装置本体に対する前記気流路形成部材の着脱を認識して前記キャップを開閉する
開閉手段と、を有することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の第３の吸入装置は、利用者が薬剤を吸入するための吸入装置において、
薬剤を吐出する薬剤吐出部を有する吸入装置本体と、吸入口を有し、前記薬剤吐出部から
吐出された薬剤を前記吸入口へと導く気流路を前記吸入装置本体上に形成する着脱自在な
気流路形成部材と、非使用時に前記薬剤吐出部を保護するための開閉自在なキャップと、
前記気流路形成部材を前記吸入装置本体に着脱する動作に連動して、前記キャップを開閉
するための連動機構と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明は上記のように構成することにより、例えば第１の吸入装置においては、キャッ
プが薬剤吐出部を保護していないときは、気流路形成部材が吸入装置本体にロックされ、
気流路形成部材の着脱が禁止される。このため、気流路形成部材の取り付け及び取り外し
に伴う薬剤吐出部の破損が起こらない。
【００１４】
　キャップが薬剤吐出部を保護していないときに、気流路形成部材の取り付け及び取り外
し禁止を警告する手段を設けることで、気流路形成部材の着脱ができないことを利用者に
知らせることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１６】
　図１（ａ）は、実施例１による吸入装置を示す模式断面図である。この吸入装置は、吐
出された薬剤を吸入口へと導く気流路を形成する気流路形成部材１と、気流路形成部材１
を着脱自在に保持する吸入装置本体２と、を有し、吸入装置本体２には、薬剤を吐出する
薬剤吐出部３を備える。さらに、薬剤吐出部３を保護する開閉自在なキャップ４、キャッ
プを開閉するための図示しない開閉手段、キャップ４が薬剤吐出部３を保護しているかど
うか認識するセンサ５、気流路形成部材１の吸入装置本体２への着脱を禁止する禁止手段
６が設けられる。また、吸入装置本体上に気流路を形成する気流路形成部材１の吸入装置
本体２への取り付け又は取り外しの禁止を警告する警告手段７及びＣＰＵ８を有する。薬
剤吐出部３から吐出された薬剤を気流路形成部材１によって形成される気流路中で吸入気
流で利用者へと導くために、薬剤吐出部３は気流路形成部材１の内壁に面するように設け
られている。
【００１７】
　利用者は気流路形成部材１を口あるいは鼻に挿入して薬剤の吸入を行う。気流路形成部
材１は吸入装置本体２から取り外して、吐出液が通過する部位を洗浄することがでる。
【００１８】
　また、気流路形成部材が古くなった場合や、破損した場合に、新しい気流路形成部材と
交換することができる。さらに、利用者の好みや都合に合わせて最適な形状の気流路にカ
スタマイズすることもできる。
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【００１９】
　吸入を行わない非使用時には、気流路形成部材１を吸入装置本体２から取り外してもよ
いし、吸入装置本体２に装着されていてもよい。気流路形成部材１は、利用者が口または
鼻に挿入する薬液が出てくる吸入口である穴９を十分に小さくして、穴９を通して利用者
が利用者の指や、薬剤吐出部３を破損するようなものを気流路に挿入できない構造にする
とよい。
【００２０】
　吸入装置本体２に対して、利用者が気流路形成部材１を水平、上下又は回転移動させる
ことにより、気流路形成部材１の取り付け又は取り外しを行うように構成する。
【００２１】
　気流路形成部材１を吸入装置本体２へロックして、その取り付け、取り外しを禁止する
禁止手段６は、気流路形成部材１の水平方向、上下方向、又は回転方向の移動を妨げる構
造となっている。例えば、利用者が気流路形成部材１を図示右側へ平行移動させると、吸
入装置本体２から気流路形成部材１が取り外せ、取り外した気流路形成部材１を吸入装置
本体２に取り付ける場合には気流路形成部材１を図示左側へ平行移動させる。気流路形成
部材１の着脱を禁止する禁止手段６は、モータあるいは電磁弁によりつめ６ａを上下させ
、気流路形成部材１を吸入装置本体上にロックして、気流路形成部材１の平行移動を妨げ
る構造とする。
【００２２】
　薬剤吐出部３は、複数の吐出口を備える吐出ヘッドからなる。複数の吐出口には1対１
、１対多、多対１に対応して、薬剤を吐出するためのエネルギーを発生させる素子が配さ
れる。例えば、サーマルインクジェット方式の吐出原理を利用して薬剤に熱を加えて吐出
する場合には、微小ヒーターなどの電気熱変換素子が設けられる。圧電素子などの電気機
械変換素子を配して、ピエゾジェット方式の吐出原理としても良い。このような微小な吐
出口を多数有する構成においては、非使用時に吐出口を密閉保護するキャップがあること
が特に好ましい。薬剤吐出部３を保護するキャップ４は、吐出口面を覆うことで、薬剤吐
出部３を保護する。
【００２３】
　センサ５は、キャップ４が閉じて、薬剤吐出部３を覆っているときに、キャップ４が薬
剤吐出部３を保護していると認識する。
【００２４】
　センサ５は、接触感知センサまたはフォトセンサから成り、電気信号にてキャップ４が
薬剤吐出部３を保護しているかどうかの情報をＣＰＵ８に伝える。
【００２５】
　キャップ４が薬剤吐出部３を覆っているとセンサ５が認識すると、センサ５の出力に基
づいて、気流路形成部材１の取り付け、取り外しを禁止する禁止手段６によるロックは解
除され、気流路形成部材１の着脱が可能となる。
【００２６】
　キャップ４が開き、薬剤吐出部３を保護していないとき、センサ５はキャップ４が薬剤
吐出部３を覆っていると認識できず、禁止手段６により、気流路形成部材１の吸入装置本
体２への取り付け又は取り外しが妨げられる。従って、気流路形成部材１の吸入装置本体
２への着脱によって薬剤吐出部３を破損することがなくなる。また、気流路形成部材１の
吸入装置本体２への取り付け、取り外しを禁止する警告が表示され、利用者に気流路形成
部材１の着脱の禁止を知らせることができる。
【００２７】
　図１（ｂ）は（ａ）の吸入装置における動作のフローチャートを示している。ステップ
Ｓ０１で、薬剤吐出部３を保護するキャップ４の開閉をセンサ５によって認識する。
【００２８】
　キャップ４が閉じて薬剤吐出部３を保護していると認識された場合は、ステップＳ０２
で、気流路形成部材１の吸入装置本体２への取り付け、取り外しを禁止する禁止手段６を
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解除する。
【００２９】
　キャップ４が開き、薬剤吐出部３を保護していない場合は、ステップＳ０３で気流路形
成部材１の吸入装置本体２への着脱を禁止手段６によって禁止する。
【００３０】
　さらに、警告手段７により、気流路形成部材１の吸入装置本体２への取り付け、取り外
しの禁止を利用者に知らせてもよい。
【実施例２】
【００３１】
　図２（ａ）は、実施例２による吸入装置を示す模式断面図である。本実施例は、気流路
形成部材２１及び吸入装置本体２２を有する。吸入装置本体２２は、薬剤吐出部２３、薬
剤吐出部２３を保護するキャップ２４、キャップ２４を開閉し、薬剤吐出部２３の保護又
は保護の解除を行う開閉手段２５、気流路形成部材２１の有無を認識するセンサ２６等を
有する。
【００３２】
　気流路形成部材２１は、吸入装置本体２２に取り付け及び取り外しが可能（着脱自在）
である。
【００３３】
　吸入装置本体上で、利用者が気流路形成部材２１を水平、上下、または回転移動させる
ことにより、吸入装置本体２２に対する取り付け又は取り外しをすることができる。
【００３４】
　気流路形成部材２１の有無を確認するセンサ２６は、気流路形成部材２１が吸入装置本
体上に取り付けられたときに、気流路形成部材２１があると認識する。
【００３５】
　気流路形成部材２１の有無を認識するセンサ２６は、接触感知センサまたはフォトセン
サから成り、電気信号にて気流路形成部材２１が吸入装置本体２２に取り付けられてある
かないかＣＰＵに伝える。
【００３６】
　薬剤吐出部２３を保護するキャップ２４は、開閉手段２５によって閉じたときに、薬剤
吐出部全体を覆うことで、薬剤吐出部２３を保護する。
【００３７】
　開閉手段２５は、モータによってキャップ２４を移動させ、キャップ２４が薬剤吐出部
２３を保護する位置から保護しない位置へ、あるいはキャップ２４が薬剤吐出部２３を保
護していない位置から保護する位置へ移動させることができる。
【００３８】
　気流路形成部材２１が吸入装置本体２２に取り付けられているときは、キャップ２４に
よる薬剤吐出部２３の保護を解除することができる。気流路形成部材２１が吸入装置本体
２２に取り付けられていないときは、キャップ２４が薬剤吐出部２３を保護しているので
、利用者による薬剤吐出部２３の破損を防止できる。ここで、キャップ２４を開いて薬剤
吐出部２３を開放するタイミングは、センサ２６により気流路形成部材２１が吸入装置本
体２２に取り付けられたことが認識された直後に限られることはない。気流路形成部材２
１が吸入装置本体２２に取り付けられたことを認識して、キャップの開放が可能となる点
が実施例２にかかる吸入装置の特徴であり、実際にキャップが開くのは利用者の吸入の直
前でも構わない。
【００３９】
　図２（ｂ）は、（ａ）の吸入装置における動作の一例をフローチャートで示している。
【００４０】
　ステップＳ１１で、気流路形成部材２１の有無をセンサ２６により認識する。気流路形
成部材２１が吸入装置本体２２に取り付けられている場合は、ステップＳ１２で、キャッ
プ２４を開き、薬剤吐出部２３の保護を解除する。
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【００４１】
　気流路形成部材２１が吸入装置本体２２から取り外されている場合は、ステップＳ１３
で、キャップ２４を閉じて、薬剤吐出部２３を保護する。
【実施例３】
【００４２】
　図３～６は、実施例３を示す。本実施例の吸入装置は、図３に示すように、取り外し可
能な気流路形成部材３１及び吸入装置本体３２からなる。
【００４３】
　図４は、気流路形成部材３１を吸入装置本体３２から取り外したときの状態を示す。気
流路形成部材３１には、つめ３３が設けられ、吸入装置本体３２に形成された溝３４を、
つめ３３が移動することにより、気流路形成部材３１の、吸入装置本体３２に対する取り
付け、取り外し（着脱）が行われる。
【００４４】
　吸入装置本体３２に形成された開口３５は、吐出した薬剤が通過する部位である。
【００４５】
　図５は、気流路形成部材３１を吸入装置本体３２から取り外したときの状態を示す。吸
入装置本体３２は、薬剤吐出部３６、薬剤吐出部３６を保護するキャップ３７、キャップ
３７と吸入装置本体３２の間をつなぐバネ３８を含む連動機構等を有する。
【００４６】
　気流路形成部材３１を吸入装置本体３２から取り外したとき、バネ３８の力によりキャ
ップ３７は移動し、薬剤吐出部３６と開口３５はキャップ３７によって覆われた状態とな
る。
【００４７】
　すなわち、気流路形成部材３１を吸入装置本体３２から取り外す動作に連動して、キャ
ップ３７が閉じて薬剤吐出部３６を覆うことで、キャップ３７により薬剤吐出部３６を保
護することができる。
【００４８】
　気流路形成部材３１を吸入装置本体３２に取り付けるために、つめ３３を溝３４に沿っ
て移動させると、つめ３３の側面３９と、キャップ３７の側面４０が当接する。バネ３８
の力より強い力でバネ３８に逆らって気流路形成部材３１を移動させると、気流路形成部
材３１が移動する方向と同じ水平方向へキャップ３７が移動する。気流路形成部材３１を
吸入装置本体３２に完全に装着すると、図６に示す状態となる。
【００４９】
　気流路形成部材３１を吸入装置本体３２に完全に装着したとき、薬剤吐出部３６、キャ
ップ３７、及び開口３５は図６（ａ）、（ｂ）に示すような位置関係になり、キャップ３
７の穴４１により、薬剤吐出部３６と開口３５がつながる状態となる。
【００５０】
　気流路形成部材３１を吸入装置本体３２から取り外すために、つめ３３を溝３４に沿っ
て上記と逆に移動させると、バネ３８の力により、気流路形成部材３１の移動方向へキャ
ップ３７が移動する。図５（ａ）に示すように、気流路形成部材３１のつめ３３から気流
路後端までの距離ａは、吸入装置本体３２の薬剤吐出部３６までの距離ｂ以上である。こ
のため、気流路形成部材３１が完全に吸入装置本体３２から完全に外れる前に、薬剤吐出
部３６、キャップ３７及び開口３５は図５（ｂ）に示す位置関係になり、キャップ３７は
薬剤吐出部３６を保護できる。
【００５１】
　このように、気流路形成部材３１を吸入装置本体３２に着脱する操作により、薬剤吐出
部３６の保護及び保護解除が行われる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】実施例１による吸入装置を示すもので、（ａ）はその模式断面図、（ｂ）は気流
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路形成部材の着脱を禁止する禁止手段の動作を説明するフローチャート図である。
【図２】実施例２による吸入装置を示すもので、（ａ）はその模式断面図、（ｂ）は気流
路形成部材の着脱を禁止する禁止手段の動作を説明するフローチャート図である。
【図３】実施例３による吸入装置を示す斜視図である。
【図４】図３の吸入装置において、気流路形成部材を吸入装置から取り外した状態を示す
部分斜視図である。
【図５】図３の吸入装置において、気流路形成部材を吸入装置から取り外した状態を示す
もので、（ａ）はその模式断面図、（ｂ）は吸入装置本体の上部のみを示す部分斜視図で
ある。
【図６】図３の吸入装置において、気流路形成部材を吸入装置に取り付けた状態を示すも
ので、（ａ）はその模式断面図、（ｂ）は吸入装置本体の上部のみを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５３】
　１、２１、３１　　気流路形成部材
　２、２２、３２　　吸入装置本体
　３、２３、３６　　薬剤吐出部
　４、２４、３７　　キャップ
　５、２６　　センサ
　６　　禁止手段
　６ａ、３３　　つめ
　７　　警告手段
　８　　ＣＰＵ
　９、４１　　穴
　２５　　開閉手段
　３４　　溝
　３５　　開口
　３８　　バネ
　３９　　つめの側面
　４０　　キャップの側面
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